
横浜災害ボランティアネットワーク会議 平成 26 年度総会 議事録 
 
 
日 時：平成 26 年 6 月 25 日（水）19：15～20：30 
場 所：横浜市健康福祉総合センター8 階 大会議室ＡＢ 
参加者：出席 40 組・委任状 26 組 
 
 
総合司会：神奈川県生活協同組合連合会 山内氏 
  
１） 開会 

 
２） 代表挨拶（河西副代表） 

 
３） 横浜市民局挨拶（佐藤課長） 

 
４） 総会成立宣言 
総会員数 96 組中、出席 40 組、委任状 26 組、総数 66 組であり、過半数を満たしている

ため総会が有効に成立することを宣言。 
 
５） 議長選出 
鶴見区社会福祉協議会 事務局長 伊藤氏が選出された。 

 
６） 審議 
【第 1 号議案 平成 25 年度事業報告】 
【第 2 号議案 平成 25 年度一般事業会計及び寄付金事業会計収支決算報告】 
 ・事務局より説明 
【監事監査報告】 
・工藤久監事より報告 

 
≪質疑・意見等≫ 

  質問：活動報告が、詳しい内容が語られていない。子どもについて検討した中身に

ついて知りたい。 
 回答：(河西副代表より) 

      特徴ある取組みとして検討を実施。災害に関する勉強や防災教育ではなく、 
災害ボランティアにつながる取組みとして、近日中には中身を示せると考え 
ている。 

     質問：各区の活動を全体で伝えるには、ニューズレターが年 2 回では少ないのでは 
ないか。 



     回答：(事務局及び河西副代表より) 
ニューズレターの発行回数についても、運営委員会で意見が出され決定したも 
の。以前はニューズレターの発行は、年 3 回程度行っていたが、各会員より広 
報誌よりもホームページを充実すべきという意見があり、広報誌を 2 回にした 
経緯がある。 

 
〇第 1 号、第 2 号議案について承認された。 

 
 
【第 3 号議案 会則の改定について】 
 ・事務局より説明 
 
≪質疑・意見等≫ 
質問：顧問の位置づけについて、専門的な立場の人としての設置なのか 
回答：(事務局より) 

資格要件は特に考えておらず、代表の諮問に応じる人材として設置する予定で 
ある。 

質問：顧問を置く必要性はなにか。 
 回答：(河西副代表より) 

顧問として、対外的な活動や助言等の手助けをしていただきたいと考えている。 
意見：役をおろすということは大変なこと。再任をさまたげないという条文は削除し 

た方が良い。 
 
 

・会則の改定について、反対の声が多数出たため、議長より原案、修正案それぞれ採決を

おこなうことが提案された。 
議長提案が了承されたため、採決を実施することとなった。 
※会則変更には、会則 14 条の規定により会員総数 96 の 3 分の 2 以上の同意（64 票）

が必要 
 

①原案を修正した上での賛成（「再任を妨げない」の文言を削除） 
 賛成：11  反対：8   委任状 26 

②原案のまま 
 賛成：13  反対：10  委任状 26 

   
〇採決の結果、いずれの案も必要数の票が得られないため不成立。 

よって、第 3 号議案については否決となった。 
 
 
 



【第 4 号議案 役員の改選について】 
 ・事務局より説明 
 ・顧問設置については否決となったため、代表 1 名・副代表 2 名を選任する。 
 ・事務局案：代表：鶴見区災害ボランティアネットワーク 河西氏  

副代表：金沢区災害ボランティアネットワーク 外山氏 
    公益財団法人横浜ＹＭＣＡ 梶谷氏 

監事：横浜市国際交流協会 

横浜市旭区社会福祉協議会 
       運営委員：前期と同様の団体(17 団体) 

 
≪質疑・意見等≫ 
なし。 
 

〇第 4 号議案について事務局案が承認された 
 
 
【第 5 号議案 平成 26 年度事業計画】 
【第 6 号議案 平成 26 年度一般事業会計及び寄付金事業会計収支予算】 
 ・事務局より説明 
 
≪質疑・意見等≫ 

 意見：ブロック別の会議とあるが、隣接区でも違うブロックに属している区もある。ブ 

ロックとは違う形での会議も必要では。 

 意見：ホームページでの広報よりも、紙媒体の方が情報が広がりやすい面もある。ニュ

ーズレターの発行回数を増やしたほうが良いのでは。  

 回答：運営委員会での議論を経ての 26 年度の計画となっている。いただいたご意見は、

改めて運営委員会で検討していきたい。 

 意見：予算の備考欄に内訳の詳細を記載してほしい。 

 回答：次年度からの資料に反映したい。 

 質問：数年前に、団体の特性などを考慮して会費を免除している団体があると聞いた。

そうした団体や、関わりが少ない団体についても把握して、名簿等の資料で分か

るようにしてほしい。 

 回答：確かに特例として会費を徴収していない団体はある。最近では、そうした特例は

新たにつくってはおらず、現在そうした対応を行っているのは、以前に特例とし

て認めた団体のみである。それらの団体以外は、会費の請求を行い、期限までに

払い込みのない団体については、再請求を行っている。 

    次年度からの資料で分かるように対応していきたい。 

 

 

〇第 5 号、第 6 号議案について承認された。 



【その他】  
〇かながわ・よこはま防災ギャザリング実行委員会 2015 について 
・実行委員会代表の森氏より説明。 
・よこはま防災ギャザリング実行委員会 2015 へのご協力をお願いしたい。 

 
≪質疑・意見等≫ 
なし。 

 
 
７） 閉会 


